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調整済み横組み用外字
時　所　対　定　内　￥　持　備　申　問　保    

https://www.facebook.com/city.ibaraki
市公式Facebook

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/
市ホームページ

@ibaraki_city
市公式Twitter

　市民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症に関
するお問い合わせは、市コールセンターをご利用ください。なお、緊急事態宣言の発出期間中は、大阪府から
下記の要請・協力依頼が出ています。※緊急事態宣言発出時（1 月 14 日時点）の内容であり、発出期間や内
容が変更されている場合があります。最新情報や市の対応等詳細は市ホームページ等をご確認ください。

◆外出・移動
不要不急の外出や移動は、自粛をお願いします（出勤や通院、散歩等、生活や健康の維持に必要な外出・移動は除く）。
特に午後 8 時以降の外出自粛の徹底をお願いします。

◆その他の主な要請
イベント等の開催

飲食店やカラオケボックス等へ、営業時間の短縮（営業は午後 8 時まで、酒類の提供は午前 11 時から午後 7 時まで） 
を要請。また、遊技場や大規模な店舗等に対しても、飲食店と同内容を協力依頼。

緊急事態宣言が発出されています

不特定多数が集まるイベントは、人と人との接触機会が多いこと、飲食につながる場合が多いことなどから、特別な対
応が必要です。主催者の皆さまには、要件に沿った開催をお願いします。開催要件は、【人数上限】5,000 人以下、【収
容率】屋内：50％以下、屋外：人と人との距離を十分に確保（できるだけ 2 ｍ）です。

営業時間の短縮等

要請内容等詳細は市ホームページ（右図読み取り）をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター
息苦しさ、倦怠感、高熱等の強い症状がある場合は、まずかかりつけ医にご相談ください。夜間・休日やかかり
つけ医がない場合は、新型コロナ受診相談センター☎ 06・7166・9911へ相談してください。

■府健康相談窓口（健康に関する不安等の相談窓口）
　☎ 06・6944・8197、FAX 06・6944・7579（午前 9 時～午後 6 時）

■市コールセンター （市の総合的な対応、取組みの相談窓口）
　☎ 072・655・2750、FAX 072・655・2760（平日、午前 9 時～午後 5 時）
■市こころのケアセンター（市のこころの健康相談窓口）
　☎ 072・622・1842、FAX 072・625・6979（平日、午前 9 時～午後 5 時）
■府新型コロナこころのフリーダイヤル（ストレスや不安等の無料相談窓口）
　　0120・017・556（土・日曜日、祝日含む 3 月 31 日まで、
　　　　　　　　　　 午前 9 時 30 分～午後 5 時）

■府緊急事態措置コールセンター（特措法に基づく営業時間短縮要請等の相談窓口）
　☎ 06・4397・3268（平日、午前 9 時～午後 6 時）
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　掲載しているイベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市HPまたは問・申でご確認
ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
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調整済み横組み用外字
時　所　対　定　内　￥　持　備　申　問　保    

　進学・就職活動等で新たな負担が生じる世代の若者を経
済的に支援するため、下記のとおり給付金を給付します。
対象　次の両方を満たす人、①平成 13 年 4 月 2 日～ 15
年 4 月 1 日生まれの人、②昨年 12 月 17 日時点で本市に
住民票を置いている人（配偶者等からの DV を理由に本市
に避難し、昨年 12 月 17 日以前に本市に住民票を移せてい
ない人で、①を満たしている人も給付対象）、
給付額　2 万円、申込　2 月 28 日までに、
右図読み取りまたは市ホームページから申
込、問合先　こども政策課☎ 620・1625

高校 3年生等の
若者応援給付金の申請を

市民課と市民税課窓口で
キャッシュレス決済が可能に

　接触機会の減少と利便性の向上を目的に、市民課と市民
税課での証明書発行等の支払いにキャッシュレス決済を導
入します。クレジットカード・電子マネー・二次元コード
決済が可能で、それぞれ多様な決済ブランドにも対応して
います。決済ブランド等詳細は市ホームページ（下図読み
取り）をご覧ください。便利なキャッシュ
レス決済をご利用ください。また、市民課
には自動釣銭機も導入し、金銭の受け渡し
による接触をなくします。問合先　政策企
画課☎ 620・1605

　1 月下旬に、昨年 10 月 1 日時点で認定を受けている在
宅要介護・要支援者、事業対象者へ申請書を発送しています。
届いていない場合はご連絡ください。
給付額　1 万円、申込　3 月 20 日（消印有効）までに同封
の返信用封筒で、同給付金コールセンター☎ 06・7777・
4602（3 月 31 日までの平日、午前 9 時～午後 5 時）

あんしん支援給付金を支給

【児童扶養手当受給世帯等への基本給付（再支給分含む）】
対象　次のいずれかに該当する人、①昨年 6 月分の児童扶
養手当の支給を受けている、②公的年金給付等を受けてい
ることにより児童扶養手当の支給を受けていない（児童扶
養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る）、③新型コ
ロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、直近の収入が
児童扶養手当の対象となる水準まで下がった、給付額　1
世帯 5 万円、第２子以降 1 人につき 3 万円、持ち物　②③
印鑑、申請者・請求者の本人確認書類（写）、受取口座を確
認できる書類（写）、児童扶養手当の支給要件を確認できる
書類（戸籍謄本等）、昨年２月以降の任意の１か月分の給与
明細または年金額のわかる書類（扶養義務者等がいる場合
は扶養義務者等の給与明細等も必要）、申込　①申請不要、
②③２月 26 日までに、申請書等（こども政策課で配付、市
ホームページからダウンロード可）を、直接または郵送で、
〒 567-8505 同課☎ 620・1625

【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付】
対象　上記①②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて家計が急変し、収入が減少した人、給付額　1 世
帯 5 万円、持ち物　印鑑、申込　2 月 26 日までに、申請書（こ
ども政策課で配付、市ホームページからダウンロード可）を、
直接または郵送で、〒 567-8505 同課☎ 620・1625

ひとり親世帯への臨時特別給付金の
申請は 2月 26 日までに

対象　小規模企業者が営む、物品販売やサービス提供を行
う市内店舗（事務所・倉庫・作業所等除く）の家賃を、5 ～
12 月分の任意の 3 か月分の累計額で、本来の家賃合計額の
２分の１以上減額した貸主（オーナー）、補助額　家賃減額
分の 3 分の 2（1 店舗あたり上限 20 万円、1 オーナーあた
り上限 200 万円）、備考　申請者以外の代理申請手続き（郵
送・窓口持参等）も可、申込　3 月 1 日（消印有効）まで
に、申請書類（市ホーム
ページからダウンロー
ド）を、郵送（市役所本
館７階でも受付可）で、
〒 567-8505 商工労政
課☎ 620・1620

家賃減額協力補助金の申請は
3月１日までに

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報等
各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市ホームページ参照または各問合先にお問い合わせください。


